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(57)【要約】
【課題】オペレータによって簡単に無力化することがで
きないような安全カバーの開放状態を検出するシステム
を提供する。
【解決手段】部品実装装置において、ヘッド移動方向沿
いに実装ヘッドを進退移動させる移動装置と、実装ヘッ
ドに向けてヘッド移動方向沿いに検出信号を発信／受信
する信号検出装置と、実装ヘッドの移動領域を覆う安全
カバーと、ヘッド移動方向と平行に安全カバーに固定さ
れ、検出信号を反射する反射領域と非反射領域とが配置
された反射パターン形成部と、検出信号を反射パターン
形成部に入射させ、反射パターン形成部からの反射信号
を信号検出装置に入射させる実装ヘッドに固定された反
射ミラーと、実装ヘッド移動中に、反射パターン形成部
からの反射信号が受信状態または非受信状態が設定時間
を超えて継続した場合に、安全カバー開放状態と検出す
る検出部とを備える。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品供給部から供給される部品を、実装ヘッドにより保持して、基板上に実装する部品
実装装置において、
　少なくとも基板の表面沿いの一の方向であるヘッド移動方向沿いに、実装ヘッドを進退
移動させる移動装置と、
　実装ヘッドに向けてヘッド移動方向沿いに検出信号を発信する発信部と、実装ヘッド側
からヘッド移動方向沿いに入射される検出信号を受信する受信部とを備える信号検出装置
と、
　移動装置による実装ヘッドの移動領域の一部または全部を覆って保護する開閉可能な安
全カバーと、
　ヘッド移動方向と平行に安全カバーに固定され、検出信号を反射する反射領域と非反射
領域とがヘッド移動方向に沿って少なくとも１つずつ配置された反射パターン形成部と、
　発信部からヘッド移動方向沿いに入射される検出信号の進路をヘッド移動方向と直交す
る方向に変更して、反射パターン形成部に入射させるとともに、反射パターン形成部の反
射領域から反射された反射信号の進路をヘッド移動方向沿いに変更して、受信部に入射さ
せる、実装ヘッドに固定された信号経路変更部と、
　移動装置による実装ヘッドの移動が行われている際に、発信部からの検出信号の発信に
より形成される反射パターン形成部からの反射信号が受信部にて受信された状態または受
信されない状態が、設定時間を超えて継続した場合に、安全カバーが開放状態であること
を検出する安全カバー開放検出部とを備える、部品実装装置。
【請求項２】
　信号検出装置において、
　　　検出信号として光信号が用いられ、
　　　発信部として光信号を投光する投光素子と、受信部として光信号を受光する受光部
とが備えられ、
　信号経路変更部は、光信号を反射してその進路を変更する反射部材、または光信号をそ
の内部に入射させて屈折によりその進路を変更するプリズム部材である、請求項１に記載
の部品実装装置。
【請求項３】
　信号検出装置において、
　　　検出信号として超音波信号が用いられ、
　　　超音波信号を発信する超音波発信部と、超音波信号を受信する超音波受信部とが備
えられる、請求項１に記載の部品実装装置。
【請求項４】
　反射パターン形成部において、複数の反射領域と複数の非反射領域とがヘッド移動方向
に沿って交互に配置されている、請求項１から３のいずれか１つに記載の部品実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品供給部から供給される部品を、実装ヘッドにより保持して、基板上に実
装する部品実装装置において、実装ヘッドの移動領域を覆って保護する安全カバーが、実
装ヘッドの運転時に開放状態とされることを検出して防止する部品実装装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の部品実装装置においては、装置が稼働している際に、オペレータを装置
稼働部分から保護するために、装置稼働部分全体を覆う安全カバーが設けられている。さ
らに、この安全カバーの開閉状態を検出するための開閉センサが設けられている。このよ
うな従来の開閉センサの一例を図６に示す。
【０００３】
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　図６に示すように、開閉センサ６０は、その本体部６６が、装置本体フレームなどに固
定され、キー部６７が安全カバーの縁などの固定されている。安全カバーが閉められると
、キー部６７が矢印Ａで示すように本体部６６にあるスリット６８に嵌合し、安全カバー
が閉止状態にあることが電気的または機械的に検出される。本体部６６は、安全カバーが
閉止状態にあることを示す信号が部品実装装置の制御装置に送信されることで、オペレー
タに安全カバーの開閉状態を認識させることができる。また、安全カバーが閉止状態であ
ることを示す信号が入力されている場合に、制御装置は部品実装装置を稼働可能なる。
【０００４】
　一方、安全カバーが開けられると、キー部６７がスリット６８から分離する。本体部６
６ではこれを電気的または機械的に把握し、制御装置に信号を送る。例えば、部品実装装
置が稼働中に安全カバーが開放されたことを示す信号が受信された場合、制御装置は機械
停止、警告音発生などの必要な措置をとることが可能となる。
【０００５】
　このようなキー部を用いた開閉検出の他にも、例えば、安全カバーの開閉を検出するた
めのリミットスイッチなども使用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１７７５８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、このような従来の安全カバーの開閉検出を行う開閉センサはその機構が
簡単であることから、オペレータはこの開閉センサを簡単に無力化する操作が可能である
という問題がある。例えば、部品吸着状況の確認、部品残量の確認など、機械稼働中であ
っても安全に注意さえしていれば行うことができる簡単な作業の場合、装置停止までして
作業を中断したくないとする現場サイドの要望も現実には存在する。図６に示す例では、
オペレータは例えばキー部６７を別途用意して、これを本体部６６に差し込むことだけで
、開閉センサ６０を簡単に無力化することができる。また、開閉センサ６０の配線をショ
ートさせて常時閉止状態を装うことも容易である。リミットスイッチの場合も同様に、配
線をショートさせることなどにより簡単に常時閉止状態を装うことができる。
【０００８】
　しかしながら、このように安全カバーの開閉センサを電気的または機械的に無力化する
行為は極めて危険である。例えば、安全を確保するつもりであっても危険行為に及ぶこと
もあり得る。また、複数のオペレータが同時に作業する場合には注意が行き届き難いこと
もある。このような場合、開閉センサを無力化する行為は事故を招く危険性を高めること
になる。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、オペレータなどの操作に
よって簡単に無力化することができない安全カバーの開放状態を検出するセンサを備えた
部品実装装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１１】
　本発明の第１態様によれば、部品供給部から供給される部品を、実装ヘッドにより保持
して、基板上に実装する部品実装装置において、
　少なくとも基板の表面沿いの一の方向であるヘッド移動方向沿いに、実装ヘッドを進退
移動させる移動装置と、
　実装ヘッドに向けてヘッド移動方向沿いに検出信号を発信する発信部と、実装ヘッド側
からヘッド移動方向沿いに入射される検出信号を受信する受信部とを備える信号検出装置
と、
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　移動装置による実装ヘッドの移動領域の一部または全部を覆って保護する開閉可能な安
全カバーと、
　ヘッド移動方向と平行に安全カバーに固定され、検出信号を反射する反射領域と非反射
領域とがヘッド移動方向に沿って少なくとも１つずつ配置された反射パターン形成部と、
　発信部からヘッド移動方向沿いに入射される検出信号の進路をヘッド移動方向と直交す
る方向に変更して、反射パターン形成部に入射させるとともに、反射パターン形成部の反
射領域から反射された反射信号の進路をヘッド移動方向沿いに変更して、受信部に入射さ
せる、実装ヘッドに固定された信号経路変更部と、
　移動装置による実装ヘッドの移動が行われている際に、発信部からの検出信号の発信に
より形成される反射パターン形成部からの反射信号が受信部にて受信された状態または受
信されない状態が、設定時間を超えて継続した場合に、安全カバーが開放状態であること
を検出する安全カバー開放検出部とを備える、部品実装装置を提供する。
【００１２】
　本発明の第２態様によれば、信号検出装置において、
　　　検出信号として光信号が用いられ、
　　　発信部として光信号を投光する投光素子と、受信部として光信号を受光する受光部
とが備えられ、
　信号経路変更部は、光信号を反射してその進路を変更する反射部材、または光信号をそ
の内部に入射させて屈折によりその進路を変更するプリズム部材である、第１態様に記載
の部品実装装置を提供する。
【００１３】
　本発明の第３態様によれば、信号検出装置において、
　　　検出信号として超音波信号が用いられ、
　　　超音波信号を発信する超音波発信部と、超音波信号を受信する超音波受信部とが備
えられる、第１態様に記載の部品実装装置を提供する。
【００１４】
　本発明の第４態様によれば、反射パターン形成部において、複数の反射領域と複数の非
反射領域とがヘッド移動方向に沿って交互に配置されている、第１態様から第３態様のい
ずれか１つに記載の部品実装装置を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、信号検出装置の発信部から出力された検出信号が、実装ヘッドに固定
された信号経路変更部によりその進路が変更されて、安全カバーに固定されている反射パ
ターン形成部に入射される。反射パターン形成部では、検出信号の入射位置が、実装ヘッ
ドの移動位置に応じて変化することとなり、反射領域に入射された場合には検出信号が反
射され、一方、非反射領域に入射された場合には検出信号が実質的に反射されない。反射
領域にて反射された反射信号は、信号経路変更部を経て、信号検出装置の受信部にて受信
される。したがって、信号検出装置では、実装ヘッドが移動されている場合には、実装ヘ
ッドの移動に応じて反射信号が受信されている状態と受信されていない状態とが検出、す
なわちランダムなパルス信号（パルス波形）が受信されることになる。
【００１６】
　一方、部品実装装置において、安全カバーが開放された場合には、検出信号が反射パタ
ーン形成部に入射されない状態となるため、信号検出装置では、反射信号が受信されない
状態が継続することになる。このような場合に、安全カバー開放検出部において、反射信
号が受信されない状態の継続時間を測定し、継続時間が、設定時間を超えているような場
合には、安全カバーが開放状態であると判断することができる。
【００１７】
　また、オペレータにより信号検出装置が無効化された場合には、例えば、反射信号によ
り形成されるランダムなパルス信号が受信されることなく、反射信号が受信された状態あ
るいは受信されていない状態が継続することになり、継続時間が、設定時間を超えている
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ような場合には、安全カバーが開放状態である、あるいは何らかの作為（無力化など）が
行われた状態であると判断することができる。特に、上述のようなランダムなパルス信号
と同一の信号を形成することは難しいため、擬似的にパルス信号を形成して、安全カバー
検出部を無力化することは困難である。
【００１８】
　したがって、オペレータなどの操作によって簡単に無力化することができない安全カバ
ーの開放状態を検出するセンサを備えた部品実装装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２０】
　本発明の一の実施形態にかかる部品実装装置の模式斜視図を図１に示す。
【００２１】
　図１に示すように、部品実装装置１００は、複数の部品を供給可能に収容するカセット
フィーダー１が複数台備えられた第１部品供給部２と、トレイ３上に配列された複数の部
品（例えばＩＣなど）を供給する第２部品供給部４と、基板５を解除可能に保持する基板
保持装置６と、部品を吸着保持する複数の吸着ノズル１１が装備され、吸着ノズル１１に
て吸着保持された部品を、基板３上の実装位置に実装する実装ヘッド１０と、実装ヘッド
１０を支持するとともに、Ｘ軸方向沿いに実装ヘッド１０を進退移動させる移動軸を備え
たＸロボット７（移動装置の一例）と、Ｘロボット７の移動軸の両端を支持して、Ｘロボ
ット７を実装ヘッド１０とともにＹ軸方向に進退移動させるＹロボット８とを備えている
。また、部品実装装置１００において、Ｘロボット７およびＹロボット８による実装ヘッ
ド１０の移動領域のほぼ全体を覆って保護する安全カバー１２開閉可能に備えられている
。なお、Ｘ軸方向とＹ軸方向は、水平面内の方向であって、互いに直交する方向である。
【００２２】
　このような構成の部品実装装置１００においては、Ｘロボット７およびＹロボット８に
より実装ヘッド１０がＸ軸方向およびＹ軸方向に移動されて、第１部品供給部２または第
２部品供給部４の上方に吸着ノズル１１を位置させて、吸着ノズル１１により部品を吸着
取り出しした後、実装ヘッド１０をＸ軸方向およびＹ軸方向に移動させて、基板保持装置
６に保持された状態の基板５の上方に吸着ノズル１１を位置させて、吸着ノズル１１によ
り吸着保持されている部品が基板５の実装位置に実装される。このような動作を順次繰り
返して行うことにより、複数の部品が順次基板５上に実装される。また、このように実装
ヘッド１０に対するＸ軸方向またはＹ軸方向の移動動作が行われている間は、オペレータ
を稼働部分から保護するために、安全カバー１２が閉止状態とされる。また、部品実装装
置１００には、このような部品実装のための各構成部材の動作を互いに関連付けながら統
括的に制御する制御装置９が備えられている。
【００２３】
　次に、部品実装装置１００において、実装ヘッド１０が稼働している際に、安全カバー
１２の開放を検出するシステム（以降、「安全カバー開放検出システム」とする。）につ
いて説明する。
【００２４】
　図１に示すように、安全カバー開放検出システム２０は、検出信号として光信号を投光
（出力）するとともに、出力された光信号の反射光（反射信号）を受光（入力）する信号
検出装置２１と、安全カバー１２の内壁面に備えられ、信号検出装置２１より投光された
光信号を反射する反射パターンが形成された反射パターン形成板２４と、信号検出装置２
１からの光信号の進路を変更して反射パターン形成板２４へと向かわせるとともに、反射
パターン形成板２４からの反射光の進路を変更して信号検出装置２１へ向かわせる信号経
路変更部の一例である反射ミラー２５が実装ヘッド１０に固定されている。ここで、安全
カバー開放検出システム２０の概略構成を示す模式図を図２Ａおよび図２Ｂに示す。
【００２５】
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　信号検出装置２１は、光信号を投光する発信部の一例である投光素子２２（図２Ａ参照
）と、反射光を受光する受信部の一例である受光素子２３（図２Ａ参照）とを備えている
。投光素子２２と受光素子２３の光軸は、Ｘ軸方向に沿って配置されている。また、信号
検出装置２１は、Ｘロボット７の移動軸に固定されており、Ｙロボット８により、Ｘロボ
ット７とともにＹ軸方向に一体的に進退移動される。投光素子２２から実装ヘッド１０に
向けてＸ軸方向沿いに光信号が投光され、実装ヘッド１０側からＸ軸方向沿いに反射光が
受光素子２３に受光される。
【００２６】
　図２Ａに示すように、反射パターン形成板２４は、Ｘ軸方向に沿って延在するように、
安全カバー１２の例えば内壁面に固定されている。反射パターン形成板２４は、入射され
た光信号を反射する複数の反射領域Ｒ１と、入射された光信号を実質的に反射しない複数
の非反射領域Ｒ２とが、Ｘ軸方向に沿って交互に配置されて形成された反射パターンを有
している。個々の反射領域Ｒ１および非反射領域Ｒ２のＸ軸方向における幅は、同じ幅で
あってもよいし、図２Ａに示すように異なる幅を有するようにすることもできる。
【００２７】
　図２Ａに示すように、反射ミラー２５は、その反射面がＸ軸方向に対して４５度傾斜さ
れた状態で実装ヘッド１０に固定されており、信号検出装置２１からＸ軸方向沿いに投光
された光信号を、水平面内においてＸ軸方向と直交する方向に向けて反射するとともに、
反射パターン形成板２４からの反射光を、信号検出装置２１に向けてＸ軸方向沿いに反射
する。また、Ｘロボット７により、実装ヘッド１０と反射ミラー２５とが一体的にＸ軸方
向に移動される。
【００２８】
　このような構成の安全カバー開放検出システム２０において、図２Ａに示す実装ヘッド
１２の位置状態にて、信号検出装置２１の投光素子２２から、Ｘ軸方向沿いに光信号が投
光され、反射ミラー２５にて進路方向が変更されながら反射されて、安全カバー１２に固
定されている反射パターン形成板２４の反射領域Ｒ１に光信号が入射される。入射された
光信号は、反射領域Ｒ１にて反射されて反射光となり、反射ミラー２５にて反射されてそ
の進路方向がＸ軸方向に変更されて、受光素子２３にて受光される。
【００２９】
　一方、Ｘロボット７により実装ヘッド１２が図２Ａに示す状態から図２Ｂに示す状態へ
と移動された場合には、投光素子２２より投光された光信号は、反射パターン形成板２４
の非反射領域Ｒ２に入射される。入射された光信号は、非反射領域Ｒ２にて実質的に反射
されず（すなわち、全く反射されない場合だけでなく、反射はされるがその強度が極めて
弱い場合も含む）、反射光は受光素子２３により受光されない。
【００３０】
　このように、Ｘロボット７によるＸ軸方向沿いの実装ヘッド１０の移動位置、すなわち
実装ヘッド１０に固定された反射ミラー２５の移動位置に応じて、反射パターン形成板２
４において光信号が入射される位置がＸ軸方向沿いに変化することにより、入射された光
信号が反射されて反射光が形成される場合と、反射されずに反射光が形成されない場合と
が生じる。その結果、例えば、図３Ａまたは図３Ｂに示すような受光素子２３にて反射光
が受光されるか否かに基づくパルス信号（波形）が形成される。なお、図３Ａおよび図３
Ｂでは、反射光が受光されている状態を「１」で示し、受光されていない状態を「０」で
示している。図３Ａおよび図３Ｂから明らかなように、このようなパルス信号は、実装ヘ
ッド１０の移動動作（位置および速度）や反射パターン形成板２４の反射パターンの仕様
に応じて、ランダムな信号形状（波形）となる。部品実装装置１００において、安全カバ
ー１２が閉止状態とされ、実装ヘッド１０が部品実装動作のために稼働していれば、この
ようなランダムなパルス信号が、信号検出装置２１にて検出され続けることになる。
【００３１】
　一方、部品実装装置１００において、実装ヘッド１０が稼働している際に、安全カバー
１２が開放された場合には、光信号が反射パターン形成部２４に入射されない、または、
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仮に入射されたとしても反射パターン形成部２４からの反射光が受光素子２３にて受光さ
れないことになる。その結果、例えば図４Ｂに示すように、反射光が受光されない状態が
継続することになる。
【００３２】
　また、例えば、オペレータが、安全カバー開放検出システム２０の無力化を行うことを
目的として、機械的または電気的な作為を行ったような場合であっても、図３Ａおよび図
３Ｂに示すようなランダムなパルス信号を形成することは難しく、図４Ｂに示すように反
射光が受光されない状態が継続するか、あるいは、図４Ａに示すように反射光が受光され
た状態が継続することになる。
【００３３】
　そのため、本実施形態の安全カバー開放検出システム２０では、信号検出装置２１にて
検出されたパルス信号において、反射光が受光された状態、あるいは反射光が受光されな
い状態が継続する時間を計測し、計測された継続時間が、設定時間を超えている場合に、
安全カバー１２が開放状態にあるか、安全カバー開放検出システム２０の無力化の作為が
行われたことを検出する処理を行う安全カバー開放検出部１３が備えられている。
【００３４】
　安全カバー開放検出部１３は、例えば、図４Ａに示すように、反射光の受光状態が設定
時間Ｔを超える場合には、安全カバー１２が開放状態にあると判断して、図示しない警報
手段を用いてオペレータに対して警報を出力することができる。また、図４Ｂに示すよう
に、反射光が受光されない状態が設定時間Ｔを超える場合にも、同様に安全カバー１２が
開放状態にあると判断する。なお、このような設定時間Ｔは、実装ヘッド１０の動作や反
射パターン形成板２４の反射パターンの仕様などに基づいて、適切な時間を設定すること
が好ましい。
【００３５】
　ここで、このような安全カバー開放検出システム２０により安全カバー１２の開閉状態
を検出する処理手順のフローチャートを図５に示す。
【００３６】
　図５に示すステップＳ１にて、部品実装装置１００において、Ｘロボット７およびＹロ
ボット８により実装ヘッド１０が稼働されている場合に、信号検出装置２１から光信号を
投光するとともに、反射パターン形成板２４からの反射光を受光して、反射光により形成
されるパルス信号を検出する。
【００３７】
　次に、安全カバー開放検出部１３にて、パルス信号に基づき、反射光が受光された状態
、または反射光が受光されない状態の継続時間を計測する（ステップＳ２）。安全カバー
開放検出部１３にて、計測された継続時間が、予め設定されている設定時間Ｔを超過して
いるかどうかが判断される（ステップＳ３）。
【００３８】
　計測された継続時間が設定時間Ｔを超過していないと判断される場合には、ステップＳ
１からＳ３の処理が繰り返して行われ、部品実装が継続される。
【００３９】
　一方、計測された継続時間が設定時間Ｔを超過していると判断される場合には、安全カ
バー開放検出部１３にて、安全カバー１２が開放状態である、あるいはシステムの無力化
が行われている可能性があるとして、警報手段を用いて、安全カバー開放の警報を出力す
る（ステップＳ４）。このように警報を出力することで、オペレータに認識させることが
でき、部品実装装置１００において、安全性を確保することができる。
【００４０】
　したがって、本実施形態の部品実装装置によれば、オペレータなどの操作によって簡単
に無力化することができない安全カバー開放検出システムを提供することができる。
【００４１】
　なお、本実施形態では、信号経路変更部の一例として反射ミラー２５を採用しているが
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、光信号または反射光の進路を変更できるものであれば、反射ミラー以外の形態を採用す
ることができる。例えば、入射された光信号の経路を屈折により変更できるプリズム部材
を信号経路変更部の一例として採用してもよい。
【００４２】
　また、検出信号の一例として光信号を採用した場合について説明したが、その他、超音
波信号を採用してもよい。
【００４３】
　また、信号検出装置２１が、Ｘロボット７の移動軸に固定されている場合を一例として
説明したが、信号検出装置２１が実装ヘッド１２に固定され、実装ヘッド１２とともにＸ
軸方向に移動するような構成を採用することもできる。
【００４４】
　また、反射パターン形成板２４は、安全カバー１２の内壁に固定される場合のみの限ら
れず、外壁を含め他の部分に固定されるような場合であってもよい。
【００４５】
　また、反射パターン形成板２４において、反射領域Ｒ１と非反射領域Ｒ２は少なくとも
１つずつ配置されていればよいが、安全カバー１２が開放状態であることをより精度よく
検出するためには、多数の反射領域Ｒ１と非反射領域Ｒ２とを交互に配置することが好ま
しい。
【００４６】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一の実施形態にかかる部品実装装置の模式斜視図
【図２Ａ】安全カバー開放検出システムの模式図
【図２Ｂ】安全カバー開放検出システムの模式図
【図３Ａ】信号検出装置により検出された反射光のパルス信号
【図３Ｂ】信号検出装置により検出された反射光のパルス信号
【図４Ａ】信号検出装置により検出された反射光のパルス信号（反射光が受光された状態
が継続する場合）
【図４Ｂ】信号検出装置により検出された反射光のパルス信号（反射光が受光されない状
態が継続する場合）
【図５】安全カバー開放検出システムの動作手順のフローチャート
【図６】従来の開閉センサの模試図
【符号の説明】
【００４８】
　１　カセットフィーダー
　２　第１部品供給部
　３　トレイ
　４　第２部品供給部
　５　基板
　６　基板保持装置
　７　Ｘロボット
　８　Ｙロボット
　９　制御装置
１０　実装ヘッド
１１　吸着ノズル
１２　安全カバー
１３　安全カバー開放検出部
２０　安全カバー開放検出システム
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２１　信号検出装置
２２　投光素子
２３　受光素子
２４　反射パターン形成板
２５　反射ミラー
１００　部品実装装置
Ｒ１　反射領域
Ｒ２　非反射領域

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】
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